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(57)【要約】
【課題】電磁石の磁気力による可動鉄心の往復運動を、
クランク機構を用いて回転運動に変換する回転装置にお
いて、その構造を簡易化するとともに振動の防止を図る
。
【解決手段】可動鉄心と電磁石とからなる２組の電磁ソ
レノイド装置２Ａ、２Ｂを、１８０°位相の異なる位置
にクランクピンが形成されたクランクシャフト１の両側
に配置し、２個の可動鉄心２１Ａ、２１Ｂを、コンロッ
ド３Ａ、３Ｂを介して互いに異なる位置のクランクピン
に連結して対称的に往復運動させて、可動鉄心の往復運
動に伴う慣性力を相殺する。電磁ソレノイド装置２Ａは
、電磁石の吸引力でコンロッドが押出される方向に移動
するＰＵＳＨ型であり、電磁ソレノイド装置２Ｂは、コ
ンロッドが牽引される方向に移動するＰＵＬＬ型となっ
ているので、クランクシャフト１には、常時電磁石の吸
引力による回転トルクが付与され、回転装置における振
動の発生が抑制される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
電磁コイル及び固定鉄心を有する電磁石と、前記電磁石の固定鉄心に吸引される可動鉄心
とを備えた２組の電磁ソレノイド装置を、クランクシャフトの両側に配置し、それぞれの
前記電磁ソレノイド装置の可動鉄心を、コンロッドを介して前記クランクシャフトに連結
した回転装置であって、
前記クランクシャフトには１８０°位相の異なる位置にクランクピンが形成され、前記２
組の電磁ソレノイド装置における可動鉄心のそれぞれが、互いに異なる位置のクランクピ
ンに連結されており、かつ、
２組の前記電磁ソレノイド装置は、一方の組における前記電磁石の固定鉄心が、前記クラ
ンクシャフトと可動鉄心の間に位置するとともに、他方の組における前記電磁石の固定鉄
心が、可動鉄心に対し前記クランクシャフトと反対側に位置するよう配置されており、
それぞれの前記電磁ソレノイド装置の電磁コイルに交互に通電して、前記クランクシャフ
トを回転させることを特徴とする回転装置。
【請求項２】
前記２組の電磁ソレノイド装置における可動鉄心には、前記コンロッドと連結されるロッ
ドがそれぞれ形成されており、前記一方の組の電磁ソレノイド装置においては、可動鉄心
に形成されたロッドが固定鉄心を貫通している請求項１に記載の回転装置。
【請求項３】
２組の前記電磁ソレノイド装置には、可動鉄心の嵌め込まれる非磁性体からなるガイド管
が、電磁コイルの内側にそれぞれ設置されている請求項１又は請求項２に記載の回転装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電磁石及び可動鉄心を備えた複数のソレノイド装置を使用し、可動鉄心をク
ランク機構に連結して、電磁石による可動鉄心の往復運動を回転運動に変換する電磁石駆
動の回転装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　車両の走行あるいは各種の作業機の駆動のためには回転動力が必要であり、例えば、通
常の車両では、ガソリンエンジン等の内燃機関を使用し、石油等の燃料の燃焼により生じ
た熱エネルギを機械的エネルギに変換する形で回転動力を得ている。これに対し、近年で
は、電池等に蓄積した電気エネルギを回転動力に変換して走行する車両や、電池の電気エ
ネルギと内燃機関とを組み合わせて回転動力を得る車両も出現している。
【０００３】
　電気エネルギを回転動力に変換するには、一般的にはモーターが用いられる。モーター
には、交流電力で作動する交流モーター、直流電力で作動する直流モーター等の種々の形
式があり、代表的な交流モーターには同期モーターや誘導モーターがある。モーターは、
ステーターとローターとの間に電磁力を作用させてローターを回転させるものであり、磁
界を発生するためのコイルや永久磁石を備えている。モーターでは、バランスのよいロー
ターを回転させるので、内燃機関に比べれば振動が少ないが、モーターを効率よく作動す
るには供給する交流電力等を精密に制御する必要がある。
【０００４】
　ところで、最近では、環境対策あるいは省資源、省エネルギの観点から、多様なエネル
ギ資源を利用して発電を行う技術の開発が進んでおり、例えば、太陽電池等自然界に存在
するエネルギから電力を取り出す技術、内燃機関の排気ガスや冷却水中に廃棄される排熱
を利用して発電する技術などが開発されている。しかし、このようなエネルギ資源から得
られた電力は、変動の大きい不安定な電力であって、モーターの効率よい駆動のため複雑
な電力制御機器を必要とするなど、モーターを駆動するには適していないものである。ま
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た、塵芥の多い場所で作業を行う土木建築用車両やその作業機などをモーターで駆動する
ときには、精密な構造を備えたモーターが、内部に侵入した塵芥のために損傷を来たすこ
とがあり、こうした環境ではモーターの使用が好ましくない場合がある。
【０００５】
　電気エネルギを回転動力に変換するため、モーターを用いることなく、電磁石の磁気力
を利用して可動鉄心や永久磁石を往復運動させ、この往復運動をクランク機構によって回
転運動に変換する回転装置が知られている。電磁石の磁気力により往復運動させる作動装
置は、いわゆるソレノイド装置と同様なものであり、構造が簡易であって複雑な電力制御
装置等を必要とせず、また、劣悪な作業環境の下でも順調に作動する等の利点がある。こ
のような回転装置は、例えば特開平１１－２０１０２５公報に開示されている。
【０００６】
　上記公報に記載された回転装置について、図４により説明する。図４（ａ）に示すとお
り、この回転装置では、クランクシャフトＣＳの両側の対称的な位置に、それぞれピスト
ン体ＰＭが配置されたユニットを備えており、これらのピストン体ＰＭは、往復動式の内
燃機関と同様に、クランクシャフトＣＳのクランクピンＣＰにコンロッドＣＲを介して連
結される。クランクシャフトＣＳを回転可能に軸受けする枠体ＦＭには、内燃機関のシリ
ンダに相当する支持体ＣＭが固定され、ピストン体ＰＭは、支持体ＣＭに嵌め込まれこれ
に案内されながら往復動する。２個のピストン体ＰＭは、クランクシャフトＣＳの同一の
クランクピンＣＰに連結される。２個のピストン体ＰＭを設けた図４（ａ）のユニットは
、図４（ｂ）に示されるように、クランクシャフトＣＳの軸方向に４個直列に配置され、
その端部にはフライホイールＦＷが設置されている。
【０００７】
　ピストン体ＰＭの頂部には永久磁石ＭＭが装着され、かつ、枠体ＦＭには、永久磁石Ｍ
Ｍと向き合う位置に電磁石ＥＭが取り付けてある。電磁石ＥＭに供給する電流は、ピスト
ン体ＰＭの往復運動と同期して制御され、例えば、ピストン体ＰＭが上死点に達し永久磁
石ＭＭと電磁石ＥＭとが最接近した位置において、電磁石ＥＭには、永久磁石ＭＭとの間
に反発力を生じるような方向の電流が供給される。これにより、ピストン体ＰＭには電磁
石ＥＭから離間する力が作用し、ピストン体ＰＭと連結されたクランクシャフトＣＳが回
転運動を行うこととなる。ピストン体ＰＭが上死点に達するまでは、永久磁石ＭＭと電磁
石ＥＭとの間に吸引力が発生するように、電磁石ＥＭの電流を制御してもよい。
【特許文献１】特開平１１－２０１０２５公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　電磁石によって永久磁石や可動鉄心を往復運動させ、さらにクランク機構を用いて回転
運動に変換する回転装置は、変動の大きい不安定な電力であっても作動させることが可能
であり、モーターには不適な環境であっても使用することができる。しかし、特許文献１
に示される回転装置のように永久磁石を往復運動させるものにおいては、永久磁石の磁気
力が経年変化によって低下するため、長期間に亘り当初の性能を維持することが困難であ
る。また、強力な永久磁石を使用する場合には、周囲の部品に磁気力が及ぶためその部品
（例えば、特許文献１の支持体ＣＭ）として鉄等の磁性体を使用することができず、磁気
の漏洩を防ぐ磁気シールド等を設けることも必要となる。
【０００９】
　永久磁石の代わりに可動鉄心を用い、電磁石により往復運動させるときには、長期間の
使用でも磁気力の劣化がなく、安定した性能を得ることができる。可動鉄心には、永久磁
石のようにネオジュウム合金等の特殊な材料を用いる必要がなく、着磁を行う必要がない
ので、回転装置を、構造が簡易で耐久性が優れ、製造コストの安価なものとすることも可
能となる。一方、永久磁石の代わりに可動鉄心を使用すると、電磁石との間に大きな吸引
力を作用させることはできるが、反発力を作用させることができない。
【００１０】
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　そして、永久磁石や可動鉄心を往復運動させると往復運動に伴う慣性力の不平衡が生じ
るため、これを利用する回転装置では、モーターと比較すると振動が大きくなる問題があ
る。例えば、特許文献１に示される回転装置においては、ユニットとして対をなす２個の
ピストン体は、図４（ａ）のように同一のクランクピンに連結されており、２個のピスト
ン体が同じ方向に移動しながら往復運動する。したがって、ピストン体の往復運動に伴う
慣性力は、１個のピストン体が往復運動を行うときの倍の大きさとなり、その分、回転装
置の振動が増大してしまう。図４（ｂ）のように、複数のユニットを並列させ隣り合うユ
ニットのピストン体を１８０°位相の異なるクランクピンに連結したときは、隣り合うユ
ニット同士でピストン体の慣性力が相殺されるが、クランクシャフトと直交する軸線回り
の不平衡モーメントが発生する。
【００１１】
　ユニットとなる２個のピストン体の慣性力を相殺するには、通常の対向式内燃機関と同
様に、クランクシャフトに１８０°位相の異なる２個のクランクピンを設け、２個のピス
トン体をそれぞれのクランクシャフトに連結する方法がある。これにより、それぞれピス
トン体は反対方向に対称的に移動するので、両方のピストン体の慣性力が完全に打ち消さ
れるが、この場合には、両方のピストン体は同時に上死点に達する、つまり、同時に電磁
石と最接近することとなる（図３（ｂ）参照）。そのため、ピストン体を可動鉄心として
電磁石の吸引力のみで往復運動させるときは、電磁石（固定鉄心）と最接近した後には、
ピストン体をクランクシャフトの方向に移動させる力を作用させることができない。クラ
ンクシャフトの回転運動を継続させるには、回転慣性の大きなフライホイールが必要とな
り、必然的に回転装置の重量の増加を招く。
　本発明は、２個のピストン体を電磁石によって往復運動させ、さらにクランク機構を用
いて回転運動に変換する回転装置において、その構造を簡易化するとともに振動の発生を
防止して、上記の問題点を解決することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記の課題に鑑み、本発明は、往復運動を行うピストン体として可動鉄心を使用し、可
動鉄心と電磁石とからなる２組の電磁ソレノイド装置を、１８０°異なる位置にクランク
ピンが形成されたクランクシャフトの両側に配置し、２個の可動鉄心を、コンロッドを介
して互いに異なる位置のクランクピンに連結して対称的に往復運動させるとともに、一方
の組の電磁ソレノイド装置を、電磁石の吸引力でコンロッドが押出される方向に移動する
いわゆるＰＵＳＨ型のもの、他方の組の電磁ソレノイド装置を、コンロッドが牽引される
方向に移動するいわゆるＰＵＬＬ型のものとして、クランクシャフトの回転を円滑化し振
動の少ない回転装置を実現したものである。すなわち、本発明は、
　「電磁コイル及び固定鉄心を有する電磁石と、前記電磁石の固定鉄心に吸引される可動
鉄心とを備えた２組の電磁ソレノイド装置を、クランクシャフトの両側に配置し、それぞ
れの前記電磁ソレノイド装置の可動鉄心を、コンロッドを介して前記クランクシャフトに
連結した回転装置であって、
　前記クランクシャフトには１８０°位相の異なる位置にクランクピンが形成され、前記
２組の電磁ソレノイド装置における可動鉄心のそれぞれが、互いに異なる位置のクランク
ピンに連結されており、かつ、
　２組の前記電磁ソレノイド装置は、一方の組における前記電磁石の固定鉄心が、前記ク
ランクシャフトと可動鉄心の間に位置するとともに、他方の組における前記電磁石の固定
鉄心が、可動鉄心に対し前記クランクシャフトと反対側に位置するよう配置されており、
　それぞれの前記電磁ソレノイド装置の電磁コイルに交互に通電して、前記クランクシャ
フトを回転させる」
　ことを特徴とする回転装置となっている。
【００１３】
　請求項２に記載のように、前記２組の電磁ソレノイド装置における可動鉄心には、前記
コンロッドと連結されるロッドをそれぞれ形成し、前記一方の組の電磁ソレノイド装置に



(5) JP 2010-51076 A 2010.3.4

10

20

30

40

50

おいては、可動鉄心に形成されたロッドが固定鉄心を貫通するよう構成することが好まし
い。
【００１４】
　請求項３に記載のように、２組の前記電磁ソレノイド装置に、可動鉄心の嵌め込まれる
非磁性体からなるガイド管を、電磁コイルの内側にそれぞれ設置することができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の回転装置は、可動鉄心を吸引する電磁石を備えた２組の電磁ソレノイド装置を
クランクシャフトの両側に配置して、それぞれの可動鉄心を、コンロッドを介してクラン
クシャフトと連結し、可動鉄心の往復運動をクランクシャフトの回転運動に変換する装置
である。電磁ソレノイドは、可動鉄心を吸引するように作用するだけであるから、供給す
る電力を制御する複雑な制御装置を要せず、不安定な電力であっても作動させることがで
きる。また、往復運動を行う可動鉄心は単純な形状の部品であって、永久磁石のように特
殊な材料の使用や着磁等の必要がなく、回転装置が簡易なものとなる。
【００１６】
　本発明の回転装置のクランクシャフトには、位相が１８０°異なる位置にクランクピン
が形成されており、２組の電磁ソレノイド装置の可動鉄心は、それぞれコンロッドを介し
て互いに異なる位置のクランクピンに連結される。その結果、両方の可動鉄心は、クラン
クシャフトに対して互いに反対方向に対称的に移動する往復運動を行うようになり、運動
方向における可動鉄心の慣性力が完全に相殺され、振動の原因となる不平衡慣性力が残存
することはない。この慣性力のバランスは、２組の電磁ソレノイド装置を対向して配置し
たユニット単体で達成されるから、振動を抑制するため複数のユニットを並列に設ける必
要がなく、本発明の回転装置は、小型でコンパクトに構成することができる。
【００１７】
　そして、クランクシャフトの両側に置かれた２組の電磁ソレノイド装置は、一方の組に
おける電磁石の固定鉄心がクランクシャフトと可動鉄心の間に位置するとともに、他方の
組における電磁石の固定鉄心が可動鉄心に対しクランクシャフトと反対側に位置するよう
配置されている。つまり、一方の組の電磁ソレノイド装置は、電磁石の吸引力でコンロッ
ドが押出される方向に移動するいわゆるＰＵＳＨ型であり、他方の組の電磁ソレノイド装
置は、コンロッドが牽引される方向に移動するいわゆるＰＵＬＬ型である。
　２個の可動鉄心は、互いに反対方向に往復運動を行い、クランクシャフトに同時に接近
し、また、同時に離れる方向に移動する。本発明における電磁ソレノイド装置は、一方が
ＰＵＳＨ型、他方がＰＵＬＬ型であるので、２個の可動鉄心が、クランクシャフトに接近
する方向に移動しているときは、ＰＵＳＨ型の一方の電磁ソレノイドに通電してその可動
鉄心に吸引力を与え、クランクシャフトから離れる方向に移動しているときは、ＰＵＬＬ
型の他方の電磁ソレノイドに通電してその可動鉄心に吸引力を与えることにより、クラン
クシャフトに連続的に回転トルクを作用させることができる。したがって、クランクシャ
フトの時間的なトルク変動が抑制されて捩り振動が低減するので、この面からも回転装置
作動時の振動が防止されるとともに、重量の大きなフライホイールを設置することが不要
となる。
【００１８】
　請求項２の発明のように、２組の電磁ソレノイド装置における可動鉄心には、前記コン
ロッドと連結されるロッドをそれぞれ形成し、ＰＵＳＨ型である前記一方の組の電磁ソレ
ノイド装置においては、可動鉄心に形成されたロッドが固定鉄心を貫通するよう構成した
ときは、電磁ソレノイド装置の構造を簡易なものとすることができる。
【００１９】
　請求項３の発明のように、２組の電磁ソレノイド装置に、可動鉄心の嵌め込まれる非磁
性体からなるガイド管を電磁コイルの内側にそれぞれ設置したときは、可動鉄心が、ガイ
ド管によって案内されるため、横方向の変位を起こすことなく正確な往復運動を行うこと
となる。また、往復運動中に可動鉄心が電磁コイルに接触して、電磁コイルが損傷するの
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を防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、図面を参照しながら本発明の回転装置の実施形態について詳細に説明する。図１
は、本発明の回転装置を概略的に示す断面図であり、図１（ａ）は、往復運動を行う可動
鉄心がストロークの中間位置にあるときのクランクシャフトと直交する面の断面図、図１
（ｂ）は、可動鉄心がストロークの外側終端位置、つまり上死点にあるときのクランクシ
ャフトの軸心を含む面の断面図となっている。図２は、本発明に用いられるＰＵＬＬ型及
びＰＵＳＨ型の電磁ソレノイドの構造を示すもので、図３は、本発明の回転装置の作動に
ついて、参考例と比較して示すものである。
【００２１】
　本発明の回転装置では、図１（ａ）（ｂ）のように、クランクシャフト１を挟んでその
両側に、２組の電磁ソレノイド装置２Ａ、２Ｂが対向した状態で配置されている。クラン
クシャフト１には、１８０°位相の異なる位置に、クランクピン１１Ａ及び１１Ｂが形成
されており、２組の電磁ソレノイド装置２Ａ、２Ｂの可動鉄心２１Ａ、２１Ｂは、同一形
状のコンロッド３Ａ、３Ｂを介して、互いに異なる位置のクランクピン１１Ａ、１１Ｂに
それぞれ連結される。このため、クランクシャフト１が回転すると、２個の可動鉄心２１
Ａ、２１Ｂは、図１（ａ）の中心軸線に沿って互いに反対方向に対称的に移動するように
なる。この実施形態では、クランクシャフト１の中央部に、クランクウエッブを構成する
円板状のクランクディスク１２が設けてあり、クランクピン１１Ａ、１１Ｂは、それぞれ
クランクディスク１２の両側の、１８０°位相の異なる位置に取り付けられる。
【００２２】
　本発明の回転装置において使用される、２組の電磁ソレノイド装置２Ａ、２Ｂについて
、図２も参照しながら説明する。両方の電磁ソレノイド装置２Ａ、２Ｂには、磁性体から
なるケーシング２２Ａ、２２Ｂ内に電磁コイル２３Ａ、２３Ｂが収納されるとともに、固
定鉄心２４Ａ、２４Ｂが形成されており、電磁コイル２３Ａ、２３Ｂに通電すると可動鉄
心２１Ａ、２１Ｂが吸引される電磁石を備えていることは、両方の電磁ソレノイド装置に
共通である。
　しかるに、一方の組の電磁ソレノイド装置である図１の下方の電磁ソレノイド装置２Ａ
は、ケーシング２２Ａに連なる固定鉄心２４Ａが、クランクシャフト１と可動鉄心２１Ａ
の間に位置するのに対し、他方の組である上方の電磁ソレノイド装置２Ｂは、その固定鉄
心２４Ｂが、可動鉄心２１Ｂに関してクランクシャフト１と反対側に位置するよう配置さ
れている。つまり、一方の組の電磁ソレノイド装置２Ａは、電磁コイル２３Ａの通電によ
り、可動鉄心２１Ａに連結されたコンロッド３Ａが押出される方向に移動するＰＵＳＨ型
であり、他方の組の電磁ソレノイド装置２Ｂは、通電によりコンロッド３Ｂが引張られる
方向に移動するＰＵＬＬ型のものである。
【００２３】
　可動鉄心２１Ａ、２１Ｂには、ロッド２５Ａ、２５Ｂが形成され、ロッドの先端にはそ
れぞれコンロッド３Ａ、３Ｂのいわゆる小端部が連結される。図２にも示されるとおり、
ＰＵＳＨ型の電磁ソレノイド装置２Ａにおけるロッド２５Ａは、ＰＵＬＬ型の電磁ソレノ
イド装置２Ｂのロッド２５Ｂと比べると相当に長く、固定鉄心２４Ａの中心穴を貫通して
外方に延びる。ロッド２５Ａ、２５Ｂを含めた２個の可動鉄心２１Ａ、２１Ｂの質量、す
なわち、クランクシャフト１に対して対称的な往復運動を行う両方の部材の質量は、等し
く設定されている。
【００２４】
　図１の電磁ソレノイド装置においては、可動鉄心と固定鉄心の対向面がそれぞれ平面と
なっている。しかし、図２のように、ＰＵＳＨ型であってもＰＵＬＬ型であっても、可動
鉄心と固定鉄心の対向面をそれぞれ円錐面としたり、可動鉄心が固定鉄心と反対側のケー
シング端面を貫通する構成を採用することができる。また、それぞれの電磁コイルの内側
に非磁性体からなるガイド管２６Ａ、２６Ｂ（図２）を設置し、ガイド管に可動鉄心を嵌
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め込むことが好ましい。これにより、可動鉄心がガイド管によって案内されるため、実質
的に横方向の変位を起こすことなく正確な往復運動を行うことが可能となるとともに、往
復運動中の可動鉄心が電磁コイルに接触して、電磁コイルが損傷するのを防止できる。た
だし、可動鉄心とガイド管は、内燃機関のピストンとシリンダのように内部の作動流体を
密封するものではなく、可動鉄心及び固定鉄心の間の空間と外部との間に、空気が十分に
流通できる程度の隙間が確保されている。そのため、塵埃が多い環境で使用しても、可動
鉄心とガイド管との隙間に塵埃を噛み込んで不具合を生じるような虞れはない。
【００２５】
　次いで、本発明の回転装置の作動について、主に図３を参照しながら説明する。
　本発明の作動過程を示す図３（ａ）において、２個の可動鉄心２１Ａ、２１Ｂがクラン
クシャフト１から遠ざかる方向に移動する（i）の状態では、ＰＵＬＬ型の電磁ソレノイ
ド装置２Ｂの電磁コイル２３Ｂに通電されるとともに、ＰＵＳＨ型の電磁ソレノイド装置
２Ａへの通電は遮断されている。この状態では、可動鉄心２１Ｂと固定鉄心２４Ｂとの間
に磁気力に基づく吸引力が作用する。電磁ソレノイド装置２Ｂへの通電は、両方の可動鉄
心が（ii－１）に示す上死点位置に達するまで継続し、この間では、ＰＵＬＬ型の電磁ソ
レノイド装置２Ｂがクランクシャフト１に対して回転トルクを与える。
【００２６】
　両方の可動鉄心が上死点位置に達したときは、ＰＵＬＬ型の電磁ソレノイド装置２Ｂの
通電を停止すると同時に、ＰＵＳＨ型の電磁ソレノイド装置２Ａへの通電を開始する。こ
れによって、（ii－２）に示すとおり、可動鉄心２１Ａと固定鉄心２４Ａとの間に吸引力
が作用し、両方の可動鉄心がクランクシャフト１に近接する方向に移動する。ＰＵＳＨ型
の電磁ソレノイド装置２Ａへの通電は、（iii）に示す中間ストローク位置を経て、両方
の可動鉄心がクランクシャフト１に最接近した位置、つまり下死点位置まで継続され、こ
の間では、ＰＵＳＨ型の電磁ソレノイド装置２Ａがクランクシャフト１に対して回転トル
クを与えることとなる。下死点位置においては、電磁ソレノイド装置２Ａへの通電が停止
されて電磁ソレノイド装置２Ｂへの通電に切り換えられ、以降、この作動が繰り返される
。このように、本発明の回転装置では、ＰＵＬＬ型の電磁ソレノイド装置２ＢとＰＵＳＨ
型の電磁ソレノイド装置２Ａとに交互に通電し、クランクシャフト１に常に回転トルクが
付与される。
【００２７】
　２個の可動鉄心２１Ａ、２１Ｂは、その質量が等しく設定されているとともに、１８０
°位相の異なるクランクピンに連結されて互いに対称的な往復運動を行うので、２組の電
磁ソレノイド装置を配置したユニット自体において、可動鉄心の往復運動に伴う慣性力を
完全にバランスさせることができる。また、本発明の回転装置では、２組の電磁ソレノイ
ド装置としてＰＵＳＨ型とＰＵＬＬ型のものを使用し、クランクシャフトに常に回転トル
クを付与するので、クランクシャフトのトルクの時間的変動が減少し、回転装置の振動を
抑制することが可能となる。
【００２８】
　ちなみに、２組の電磁ソレノイド装置としてＰＵＬＬ型のものを２個使用し、それぞれ
の可動鉄心を１８０°位相の異なるクランクピンに連結した場合の回転装置を、参考例と
して図３（ｂ）に示す。参考例の回転装置では、２個の可動鉄心がクランクシャフトから
遠ざかる方向に移動する（ｂi）の状態では、両方のＰＵＬＬ型の電磁ソレノイド装置に
通電することにより両方の可動鉄心を吸引し、クランクシャフトに回転トルクを付与する
ことができる。しかし、可動鉄心を用いた電磁ソレノイド装置においては可動鉄心に対し
て反発力を与えることが不可能であるから、クランクシャフトに回転トルクを付与できる
のは、両方の可動鉄心が上死点位置に達する（ｂii）の状態までであって、その後、両方
の可動鉄心がクランクシャフトに近接する方向に移動するときは、クランクシャフトに回
転トルクを付与できない。クランクシャフトを連続的に回転するには質量の大きなフライ
ホイールが必要となり、必然的に回転装置の重量の増加を招くとともに、クランクシャフ
トに作用する回転トルクの時間的変動が増大して、その捩り振動が大きくなる。



(8) JP 2010-51076 A 2010.3.4

10

20

30

【００２９】
　以上詳述したように、本発明の回転装置は、１８０°異なる位置にクランクピンが形成
されたクランクシャフトの両側にそれぞれ電磁ソレノイド装置を配置し、その可動鉄心を
互いに異なる位置のクランクピンに連結して対称的に往復運動させるとともに、一方の電
磁ソレノイド装置をＰＵＳＨ型、他方の電磁ソレノイド装置をＰＵＬＬ型のものとして、
これらの電磁ソレノイド装置に交互に通電することにより、クランクシャフトの回転を円
滑化し振動を抑制するものである。上述の実施態様では、両方の電磁ソレノイド装置をク
ランクシャフトの上下に配置しているが、クランクシャフトの左右に配置していわゆる水
平対向式の回転装置とすることができるのは言うまでもない。また、２組の電磁ソレノイ
ド装置を配置したユニットをクランクシャフトの軸方向に複数設ける等、上述の実施態様
に対して種々の変形を加えることができるのは明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の電磁石駆動回転装置の断面図である。
【図２】本発明に使用される電磁ソレノイドを示す図である。
【図３】本発明の電磁石駆動回転装置の作動を示す図である。
【図４】従来の電磁石駆動回転装置を示す図である。
【符号の説明】
【００３１】
　　１　クランクシャフト
　　１１Ａ、１１Ｂ　クランクピン
　　２Ａ　電磁ソレノイド装置（一方のもの：ＰＵＳＨ型）
　　２Ｂ　電磁ソレノイド装置（他方のもの：ＰＵＬＬ型）
　　２１Ａ、２１Ｂ　可動鉄心
　　２２Ａ、２２Ｂ　ケーシング
　　２３Ａ、２３Ｂ　電磁コイル
　　２４Ａ、２４Ｂ　固定鉄心
　　２５Ａ、２５Ｂ　ロッド
　　２６Ａ、２６Ｂ　ガイド管
　　３Ａ、３Ｂ　コンロッド
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